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1.足元の中小企業金融の状況

2.スタートアップ・成長企業を念頭に置いた多様な金融支援

3.信用保証付融資を取り巻く状況

4.再生支援の総合的対策公表後の取組状況

5.経営者保証改革

6.コロナ融資の効果検証

7.御議論いただきたい論点
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中小企業の業況判断DI

（出所）日本銀行「全国企業短期経済観測調査」2024年10月１日公表より作成。

• 宿泊・飲食サービス業を含め、中小企業の業況は（コロナ禍と比較すると）概ね良好な水準まで回復。

（DI：「良い」ー「悪い」）
業況判断DIの推移
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中小企業の資金繰りDI
• 中小企業の資金繰りも（コロナ禍と比較すると）概ね良好な水準まで回復。

資金繰りDIの推移
（DI）
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（出所）中小企業基盤整備機構「第177回中小企業景況調査」より作成。 
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経営上の問題点の推移
• 当面の経営上の問題点について、コロナ禍と比較して、直近でも「売上・受注の停滞、減少」が最も多いものの、「求

人難」、「原材料高」の割合が増加傾向にある。

（注）ここでいう「中小企業」とは、（株）日本政策金融公庫取引先のうち、原則として従業員20人以上の企業をいう。

（出所）（株）日本政策金融公庫総合研究所「全国中小企業動向調査（中小企業編）」。
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業種別の課題
• 業種ごとの濃淡はあるものの、一様に人件費・人手不足の課題が増加傾向、特に製造業においては直近の増加が著しい。

• 人手確保のためにも、付加価値の向上が必要となるが、そのために必要な投資資金の需要の増加が見込まれる。

（上図出所）日本政策金融公庫「第221回信用保証利用企業動向調査」

経営環境において直面している課題（上位３課題）【業種別】

資金繰り課題の特徴（業種毎）

（下図出所）金融機関等の担当者へのヒアリングにより作成

（製造業）
⚫ 足下で人件費・人手確保の課題が顕著
に増加しつつある。

⚫ DXや省力化のための投資を行い、人手
不足にも対応しつつ、付加価値を上げ
る投資も必要。

（サービス業）
⚫ 足下で人件費・人手確保の課題がさら
に増加しつつある。

⚫ 労働者の処遇改善の他、DXや省力化の
ための投資が必要。

⚫ 特に宿泊業については、装置産業的な
側面が強いため、自己資本の増強に資
する資金調達が必要。

（建設業）
⚫ 足下で人件費・人手確保の課題がさら
に増加しつつある。

⚫ 賃上げをはじめとした労働者の処遇改
善の他、DXや省力化のための投資が必
要。

⚫ 支払い先行型のため、金融機関からの
資金調達が必要。
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倒産動向

（出所）東京商工リサーチ「全国企業倒産状況」より作成。

倒産件数の推移（2024年８月時点）

14,732件

13,065件

9,543件

16,146件

9,053件8,631件

6,880件

• 2023年度の倒産件数は、2014年度以来、９年ぶりに9,000件台に増加し、前年度比で+31.58％増。

• 2024年８月の倒産件数は723件。2022年３月以来、29ヶ月ぶりに前年同月を下回ったものの、物価高や人件費上昇等の
コストアップ要因、金利動向等も踏まえて今後の動向を注視する必要あり。
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※帝国データバンク

ゼロゼロ融資後倒産
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※東京商工リサーチ

ゼロゼロ融資後倒産

倒産の要因分析

（注）負債総額1,000万円以上の法的倒産及び私的倒産（協議会やGLによる私的整理は除く）。
（出所）東京商工リサーチ「全国企業倒産状況」より作成。

5.1％7.2％

（件数）

（注）負債総額1,000万円以上の法的倒産。
（出所）帝国データバンク「全国企業倒産集計」より作成。

5.5％6.9％

（件数）

• 東京商工リサーチ・帝国データバンクの調査によると、倒産件数全体のうち、「民間ゼロゼロ・日本公庫無利子融資」を
受けた事業者が倒産した件数は1割未満。

• なお、業種別では、建設業が全体の約2割で最も多く、飲食業は約1割、宿泊業は0.4％（３件）に留まっている。規模別
では、従業員10人未満が約9割。 ※東京商工リサーチ、2024年８月
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貸出金利の推移

（注）本グラフにおける「貸出約定平均金利」は、当該月末貸出残高のうち、当月中において実行した貸出における金利を表す。 「短期」の貸出金利は、約定時の貸出期間が1年未満の貸出を対象、「長期」の貸出金利は、約定時の貸出期間が1年以上
の貸出を対象としている。

（出所）日本銀行時系列統計データ検索サイトから「貸出約定平均金利」の月次データを抽出、加工。

（%） （%）

2024年7月

2024年7月

2000年1月
2000年1月

貸出約定平均金利の推移（短期） 貸出約定平均金利の推移（長期）
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• 日本銀行の金融政策の枠組みの見直しなどの動向については、中小企業のメインバンクとなるような地域金融機関においても貸出金利に
一定の影響があると考えられる（多くの金融機関が貸出金利の基準となる短期プライムレートを0.15％等引上げ）。

• 足下の貸出金利は長期に渡って低水準で推移してきている状況ではあるが、中小企業の資金繰りへの影響等を含めて今後の貸出金利の動
向を注視。

• なお、借入のうち、民間ゼロゼロ融資は固定金利のため、金利上昇の直接的な影響は受けない。借換時には、その時点の金利が適用され
るが、民間ゼロゼロ融資の最後の借換のピークは本年4月であり、本年7月の政策金利引き上げについても、同月の会見において、日本銀
行・植田総裁は「利上げといっても金利の水準、あるいは実質金利で見れば非常に低い水準での少しの調整」と発言している。



（参考）日本銀行の政策金利と民間金融機関の貸出金利の関係性（イメージ）
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（出所）日本銀行時系列統計データ検索サイト「無担保コールレート・Ｏ／Ｎ 月平均／金利」、日本銀行

ＨＰ「長・短期プライムレート（主要行）の推移」

（参考）無担保コール翌日物金利と短期プライムレート
（主要行）の推移

・
・
・

※短期プライムレートは、金融機関が1年以内の融資を
行う際の最優遇金利。無担保コール翌日物などの市
場金利を参考に、各金融機関が独自に決定（自動的
に政策金利の引き上げが反映されるわけではない）。

融資時の適用金利は、基準金利（一般に短期プライム

レート※等に1％程度上乗せしたもの）から優遇また

は信用リスク等に応じた上乗せが行われて決まる。

日本銀行

インターバンク市場

日銀がオペ等によりマーケットの資金量をコントロール

⇒ 無担保コール翌日物金利を0.25%程度に誘導※

※2024年7月の日銀・金融政策決定会合にて決定。

資金の借り手資金の貸し手

金融機関A 金融機関D

金融機関B 金融機関E

無担保コール翌日物金利※

※無担保での資金貸借のうち、翌営業日を

返済期日とするもの

・
・
・

・
・
・

中小事業者

事業者A 事業者B

貸出金利（変動型）
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（参考）財政融資資金貸付金利の推移
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（注）元金均等償還の据置期間5年以内にかかる貸付期間5年以内の金利を抽出（2024年9月時点）

（出所）財務省HP「財政融資資金預託金利・貸付金利」より作成（https://www.mof.go.jp/policy/filp/reference/flf_interest_rate/kinrir6/index.html）

リーマンショック

平均0.57％
（2009年通期）

コロナ禍

平均0.01％
（2020年通期）

現在

0.50％
（2024年9月時点）

財政融資資金貸付金利推移（貸付期間5年以内）

• 財政融資資金の貸付金利も、日本銀行の金融政策の枠組みの見直しに伴い、足元は上昇傾向にある。

• 日本公庫の貸出金利は、財政融資資金の調達時の金利に諸経費等を上乗せし、収支相償となる金利水準を定めている。そ
のため、財政融資資金の貸付金利の水準に、日本公庫の貸出金利も連動する傾向にある。
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金利上昇による企業の返済負担への影響（帝国データバンクによる分析）

（注１）帝国データバンク 2024年3月「『マイナス金利解除』と金利上昇に伴う企業の借入利息負担試算」より抜粋・加工。
（注２）分析の前提として、2023年3月～24年2月間に決算を迎えた企業財務データ（約97万社）のうち、長短借入金を含む「有利子負債」とそれに伴う「支払利息」が発生している企業（約9万社）を対象。 
（注３）決算期末のデータについて、借入金利上昇による利息負担分を単純に差し引きして、黒字・赤字を判定。

借入金利上昇による経常利益への影響
（帝国データバンクによる分析）

経常損益は赤字
22.1%

0.5%上昇で赤字
3.8%

1.0%上昇で赤字
7.1%(+3.3%)

2.0%上昇で赤字
12.2%(+5.1%)

3.0%上昇で赤字
16.4%(+4.2%)

4.0%上昇で赤字
20.0%(+3.6%)

経常損益は黒字を維持
57.9%
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• 借入金利上昇による利息負担分を企業の決算期末データに反映したところ、借入金利が上昇することで一部の企業が赤字
になる一方で、約６割の企業は経常損益は黒字を維持。



借入金利の上昇による中小企業への影響（東京商工リサーチによる分析）

1 2 3

73.47%

21.56%

4.95%

34.55%

13.04%

52.39%

18.23%21.18%

60.57%

0.1%上昇 0.3%上昇 0.5%上昇

受入 他行への調達打診 借入断念

77.02%

19.02%

3.95%

36.85%

11.95%

51.18%

18.79%20.52%

60.68%

2024年２月

2024年４月

（出所）東京商工リサーチ 2024年２月/４月「金融政策に関するアンケート」調査より抜粋・加工。

• 今後のメインバンクからの借入金利について、既存金利より、0.1%、0.3%、0.5%の上昇を打診された場合の中小企業の対応
として、0.1％の金利上昇については、約７割の中小企業が受入可能、0.5%の金利上昇については、約２割が受入可能と回答。

• なお、24年2月時点と24年4月時点を比較すると、 3月に日銀による政策金利引き上げが行われた後の24年4月時点の方が、金
利上昇を受け入れる中小企業の割合が増加している。

12



0%

1%

2%

3%

4%

5%

2
0
0
6
年
度

2
0
0
7
年
度

2
0
0
8
年
度

2
0
0
9
年
度

2
0
1
0
年
度

2
0
1
1
年
度

2
0
1
2
年
度

2
0
1
3
年
度

2
0
1
4
年
度

2
0
1
5
年
度

2
0
1
6
年
度

2
0
1
7
年
度

2
0
1
8
年
度

2
0
1
9
年
度

2
0
2
0
年
度

2
0
2
1
年
度

2
0
2
2
年
度

2
0
2
3
年
度

2
0
2
4
年
度

（注）代位弁済率（金額）は、各年度の保証債務平均残高に対する各年度の代位弁済金額の割合（平残代位弁済率）。なお、
2024年度データは2024年7月の代位弁済金額が2024年度中継続したと仮定して推計。
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（注）代位弁済率（件数）は、各年度の保証債務平均残件数に対する各年度の代位弁済件数の割合（平残代位弁済率）。
なお、2024年度データは2024年7月の代位弁済件数が2024年度中継続したと仮定して推計。

3.24％

1.51％1.64％

3.15％

代位弁済率（件数） 代位弁済率（金額）

1.56％ 1.64％
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信用保証協会の代位弁済率（件数・金額ベース）の推移
• 信用保証協会の代位弁済率（協会が中小企業に代わって弁済した割合）はコロナ前の水準に到達しつつあるものの、リー

マンショック時と比較すると低位。また、足下の代位弁済案件は、コロナ前から業況が厳しかった先が多いと見られる。

（出所）全国信用保証協会連合会より



（参考）足下の代位弁済先は、コロナ前から厳しい状況

（出所）全国信用保証協会連合会より
14

• ①「足下の代位弁済先」と②「現在も信用保証を利用している先」のコロナ前決算に係るＣＲＤ（信用リスク情報データ

ベース）区分の構成比を比較すると、①代位弁済先は、コロナ前に1ｰ3区分であった割合が３割程度高く、コロナ前から

業況が厳しかった先が多いと見られる。

• また、足下の代位弁済構成比はコロナ前の構成比と大きな差はない。
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（注）CRD区分は、数字が高い区分ほど倒産確率が低くなる。
（注）コロナ前（2020年1月末以前）決算に基づき、2020年度に承諾された保証（根保証更新及びCRD区分不明を除く）

について、2024年4月～6月に代位弁済したもの及び2024年6月末に利用中である（保証債務残高を有する）ものに
ついてのCRD区分構成比を集計し、その差を算出したもの。

（注）CRD区分は、数字が高い区分ほど倒産確率が低くなる。
（注）コロナ前（2019年度）における代位弁済先と2024年4月～6月の代位弁済先ついてのCRD区分構成

比を集計し、その差を算出したもの。

代位弁済先と保証利用先のCRD区分構成比の差 足下とコロナ前の代位弁済構成比の差
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（702,112件）
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19.4％

（262,956件）

代位弁済
2.2％

（29,260件）

条件変更
4.3％

（58,609件）

完済
18.0％

（244,445件）

（参考）民間ゼロゼロ融資の返済状況（業種別）

民間ゼロゼロ融資の返済状況（2024年７月末時点）

（注）融資実行ベースによる実績。
保証承諾：約137万件 約23.4兆円 、 融資実行：約136万件 約23.2兆円。

（出所）日本政策金融公庫提供資料より作成。

33.3万件23.2万件 14.6万件 15.2万件 5.6万件 4.4万件 24.9万件 12.2万件 1.3万件 0.9万件

• 民間ゼロゼロにおいても、 2024年7月末時点で7割近くが完済・返済中。 ただし、宿泊業については、据置期間中と条
件変更の比率が高くなっている。
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（参考）民間ゼロゼロ融資の保証残高推移

（出所）全国信用保証協会連合会提供資料より作成。

民間ゼロゼロ融資の保証債務残高推移状況（2020年4月～2024年7月）
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4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月 10月 1月 4月 7月

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

約9.8兆円

（兆円）

• 民間ゼロゼロ融資の保証債務残高はピーク時の約21兆（2021年）から半減し、足下は約9.8兆まで減少。
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（参考）民間ゼロゼロ融資の保証債務残高状況（業種別）
民間ゼロゼロ融資の保証債務残高状況（2024年7月末時点）

（注）保証承諾（金額）ベースによる実績。グラフは保証承諾の合計を100％とした場合の、利用状況等の内訳（構成比）を示す。保証承諾：約137万件 約23.4兆円 、 融資実行：約136万件 約23.2兆円。

（出所）全国信用保証協会連合会提供資料より作成。
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（参考）コロナ禍における資金繰り支援の経緯

◼ 融資

• 民間ゼロゼロ融資 (当初3年無利子、保証料全期間ゼロ)
⇒ 2020年5月に開始。2021年3月に終了。

• 商工中金の危機対応融資 (含む劣後ローン)(当初3年無利子)
⇒ 2020年4月に開始。2022年9月に終了。

• 日本公庫の実質無利子・無担保融資（当初3年無利子）
⇒ 無利子融資は2020年3月に開始し、2022年9月に終了。その

後継続していた金利引下げ（▲0.5%等）も本年６月末で終了。
災害貸付金利のみ適用の制度も本年12月末が期限。

• 日本公庫のコロナ資本性劣後ローン
⇒ 2020年8月に開始。本年12月末が期限。

• 物価高騰対策として日本公庫のセーフティネット貸付の金利引下げ
⇒ 2022年4月に開始。本年12月末が期限。

◼ 保証

• セーフティネット保証5号 (80％保証)の全業種指定
⇒ 2020年5月に開始。2021年7月に全業種指定解除。

• 危機関連保証 (一般保証・セーフティネット保証とは別枠の100％
保証)
⇒ 2020年2月に開始。2021年12月に終了。

• コロナ借換保証 (100％保証の融資は100％保証で借換可能)
⇒ 2023年1月に開始。本年６月末で終了。石川県内の災害救助

法適用地域でのみ継続中。

• セーフティネット保証4号 (100％保証)
⇒ 2020年2月に開始。本年６月末で終了。

中小企業活性化パッケージ公表（2022年3月）

• 増大する債務に苦しむ中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジを促す総合的な支援策等（事業再生等のガイドライン策定、中小企業活性化協議

会の設置等）

中小企業活性化パッケージNEXT公表（2022年9月）

• 増大する債務に苦しむ中小企業の収益力改善・事業再生・再チャレンジの更なる加速を目的とした総合的な支援策等（収益力改善支援実務指針の策

定等）

挑戦する中小企業応援パッケージ公表（2023年8月）

• 挑戦意欲がある中小企業の経営改善・再生支援の更なる加速を目的とした総合的な支援策等（信用保証協会や民間金融機関による経営改善支援の促進等）

再生支援の総合的対策（2024年3月）

• 再生支援等のニーズの高まりを踏まえた支援の強化等を目的とした総合的対策（信用保証協会の監督指針の改正、中小企業活性化協議会の機能強化、事業再

生情報ネットワークの創設等）
18
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（参考）コロナ関連融資等の融資承諾実績

承諾実績（2024年7月末）

件数 金額

民間ゼロゼロ融資（2021年3月まで） 約137万件 約23兆円

日本公庫等のコロナ特別貸付（注） 約127万件 約22兆円

合計(民間＋政府系) 約264万件 約45兆円

資本性劣後ローン（中小向け） 約1.2万件 約1.4兆円

コロナ借換保証 約29.9万件 約7.1兆円

（注）実質無利子無担保融資（2022年9月末で終了）のほか、2022年10月以降も日本公庫等で実施している低利融資の実績の総計

• 2024年7月末までの実質無利子無担保融資（民間＋政府系）の実績は約264万件、約45兆円。

• コロナ借換保証の実績は約29.9万件、約7.1兆円。

• 中小・小規模事業者向けの資本性劣後ローンの実績は約1.2万件、約1.4兆円。
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20

（参考）過去の推移（日本政策金融公庫融資及び保証承諾金額）

⚫ 過去において、有事の際に日本政策金融公庫による融資実績や保証承諾の伸び率が増加している。

（出所）日本政策金融公庫及び全国信用保証協会連合会提供データより作成。 

（前年度比（金額ベース）、％）

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

保証承諾金額 代位弁済金額 公庫（中小事業）融資実績

2020年４月
新型コロナによる
初の緊急事態宣言

2008年９月
リーマンショック

1997年７月
アジア通貨危機

（年）



本年7月以降の中小企業向け資金繰り支援の全体像

政
府
系
金
融
機
関

昨年9月末 6月末

（
信
用
保
証
制
度
）

民
間
金
融
機
関

日本公庫等のコロナ特別貸付
（売上▲5％等 災害貸付金利▲0.9％）

日本公庫等の
コロナ資本性劣後ローン

金利引下げ幅を縮小の上、6ヶ月延長
（売上▲5％等 災害貸付金利▲0.5％）

限度額を引上げ(10億→15億)のうえ、6ヵ月延長

コロナ借換保証
（100%保証は100%保証で借換）（保証料0.2%、上限1億円、保証期間10年）

ｺﾛﾅｾｰﾌﾃｨﾈｯﾄ保証4号
（売上▲20%、100%保証）

借換目的での利用は継続
※新規融資のみでの利用は終了

※終了。ただし、能登半島地震の影響が残る地域で
継続。

経営改善サポート保証（コロナ対応）
（100%保証は100%保証で借換）（保証料0.2%、上限2.8億円、保証期間15年）

※終了。ただし、能登半島地震の影響が残る地域で
災害セーフティネット保証4号を継続。

12月末

6ヶ月の延長

災害貸付金利を適用
（金利▲0.5％を廃止）

した上で6ヶ月の延長（※）

6ヶ月の延長

※新規の設備融資資金は除く、5年貸付：中小事業：1.50％ 国民事業：1.45％（2024年9月時点）

経営改善・再生支援

経営改善・再生支援

※小規模事業者は、引き続き、コロナ前から措置している「小口零細企業保証」（100%保証）を活用して借換等が可能。

※資材費等の価格高騰対策として実施している日本公庫等の「セーフティネット貸付（利益率▲5%→金利▲0.4%）」は、本年12月末まで継続。

• 本年6月末で、「コロナセーフティネット保証4号」・「コロナ借換保証」といったコロナに焦点を当てた支援策は終了
したものの、｢コロナ経営改善サポート保証｣・｢コロナ資本性劣後ローン｣といったコロナ禍からの経営改善・再生を図る
ための資金繰り支援等は引き続き継続中。
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【手続きイメージ】

中
小
企
業
者

市区町村

保証協会

②与信審査・書類準備

③セーフティネット
保証の認定申請

④保証審査の依頼・
経営行動計画書の提出

⑤融資

①融資申込／経営行動計画書の作成
• 自社の現状認識、財務分析
• 具体的な資金使途、計画終了時点の将来目標、今後の具
体的なアクションプラン

• 収支計画・返済計画（黒字化目標含む）など

金
融
機
関

⑥金融機関による継続的な伴走支援

（参考）コロナ借換保証の概要
【制度概要】

 保証限度額：（民間ゼロゼロ融資の上限額6千万円を上回る）1億円（100％保証の融資は100％保証で借り換え可能）

 保証期間等：10年以内（据置期間5年以内）

 保証料率：下記①、➁の場合は0.2％。➂、④の場合は0.2～1.15％（財務状況による）

 下記①～④のいずれかに該当すること。また、金融機関による伴走支援と経営行動計画書の作成が必要。なお、セーフ
ティネット保証４号については、2023年10月1日以降の認定申請分から資金使途を借換に限定。

① セーフティネット４号の認定（売上高が20％以上減少していること。最近1ヶ月間（実績）とその後2ヶ月間（見込み）と前年同期の比較）

② セーフティネット５号の認定（指定業種（2024年４月～６月期：514業種）であり、売上高が5％以上減少していること。最近3ヶ月間（実績）と前年同期の比

較)

※①②について、コロナの影響を受けた方は前年同期ではなくコロナの影響を受ける前との比較でも可。

③ 売上高が5％以上減少していること（最近1ヶ月間（実績）と前年同月の比較）

④ 売上高総利益率／営業利益率が5％以上減少していること（③の方法による比較に加え、直近２年分の決算書比較でも可）

◼ 承諾実績（2023年1月10日～2024年7月31日） 298,543件、7兆798億円

※2024年6月末で申込受付終了
（令和６年能登半島地震の被害を受けた石川県内の災害救助法適用地域を除く）
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（参考）小口零細企業保証制度

【制度概要】

 保証限度額：2,000万円（既存の信用保証付融資との合計で2,000万円の範囲内）

 保証期間： 10年以内（据置期間1年以内）など（各信用保証協会所定）

 保証料率：0.5％～2.2％など（各信用保証協会所定、経営状況によって異なる）

 保証割合：100％保証

 担 保：原則として無担保

 対象企業者： 小規模企業者

◼ 承諾実績             2020年度（令和２年度） 35,515件、1,746億円
2021年度（令和３年度） 54,600件、2,293億円
2022年度（令和４年度） 63,137件、2,618億円
2023年度（令和５年度） 71,984件、3,134億円
2024年度（令和６年７月末時点）27,359件、1,213億円

【手続きイメージ】
小
規
模
企
業
者

②保証申込

④融資

①融資申込

金
融
機
関

保
証
協
会③保証承諾

23

• 小規模事業者については、コロナ前から措置されている小口零細企業保証を活用することで、100％保証のコロナ融資は
100%保証で借換が可能（多くの自治体で、保証料補助を実施）。

• 直近4ヵ月での承諾実績は27,000件（対前年同期比＋4,414件）を超え、コロナ借換保証終了の影響のためか、昨年実績
を上回るペースで利用されている。



経営改善サポート保証（コロナ対応）の保証承諾実績

(件数）(件数）

経営改善サポート保証（コロナ対応）保証承諾実績
（左側軸：フロー、右側軸：ストック）
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• 保証承諾実績においては、今年度（2024年4～7月）で956件 (対前年同期比＋281件）の増加。

（出所）日本政策金融公庫提供データより作成。



（参考）経営改善サポート保証

経営改善サポート保証（コロナ対応） ＜参考＞コロナ借換保証

主な要件

・経営サポート会議（※）や405事業等により作成した
経営改善・事業再生計画の提出
※金融機関等の関係者により個々の事業者を支援する信
用保証協会等を事務局とした支援の枠組み

SN４・５号認定
売上or利益▲5％以上
経営行動計画書を提出

限度額 2.8億円 1億円（一部別枠）

保証期間 15年（据置5年以内） 10年（据置5年以内）

保証割合
100％保証の同額借換：100％
それ以外：80％保証

SN4号：100％
それ以外：80％
100％保証の借換：100％

金利 金融機関所定利率 金融機関所定利率

保証料率 80％・100％保証：0.2％
SN4・5号：0.２％
それ以外：0.２％～1.15％

取扱期限 2024年12月31日
2024年12月31日
※2024年7月からは、令和6年能登半島地震の被害を受けた
石川県内の災害救助法適用地域に限定。

◼ 承諾実績（2021年4月1日～2024年8月31日（速報値）） 6,731件、2,272億円 25

• 経営改善サポート保証は、経営サポート会議や経営改善計画策定支援事業（405事業）等により作成した経営改善・再
生計画に基づき、中小企業者が経営改善・事業再生を実行するために必要な資金を保証付融資で支援し、経営改善・事業
再生の取組を後押しする制度。

• 経営改善サポート保証（コロナ対応）については、保証料率0.2％（国による補助）、据置最大５年と新型コロナの影響
を受け、より経営状況が厳しい事業者向けに用意している。
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日本公庫のコロナ特別貸付の実績

日本公庫のコロナ特別貸付実績
（左側軸：フロー、右側軸：フローの累計）

約15万件/月
の利用

足元は
約3千件
まで減少

累計113万件
（2024年7月時点）

(件数） (件数）

• 日本公庫で実施しているコロナ特別貸付は、実質無利子の終了や金利引下げ幅の段階的な縮小等の影響から足元の利用実
績は減少基調にある。

26（出所）日本政策金融公庫（国民事業・中小事業）提供データより作成。



日本公庫のコロナ特別貸付の借換状況

（注１）2024年7月末のコロナ融資利用実績における借換比率（金額ベース）
（注２）日本政策金融公庫（国民事業・中小事業合算）における新型コロナウイルス感染症特別貸付を集計。商工中金は含まない。
（注３）借換と同時に真水を融資している場合、当該真水額は借換額に含めて集計。

コロナ融資の借換実績（単年）

（出所）日本政策金融公庫提供データより作成。

• 日本公庫のコロナ特別貸付における借換割合は、足下約70％まで増加。

27
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2021年度 2022年度 2023年度 2024年度

（7月末時点）



日本公庫のセーフティネット貸付の実績

日本公庫のセーフティネット貸付実績

• セーフティネット貸付は、コロナ支援策の措置以降、コロナ前の2019年度の利用実績を下回ったが、足下では物価高騰の
影響もあり、増加傾向にある。

28

（注１）セーフティネット貸付の利用実績は、国民事業と中小事業の合算値。

（注２）物価高騰に係る金利引下げは、原油価格上昇をはじめとする原材料・エネルギーコスト増の影響又は、ウクライナ情勢の変化の影響を受け、

かつ最近における売上高総利益率又は売上高営業利益率が前期に比し5％以上減少していることを要件とする。

（出所）日本政策金融公庫提供資料より作成
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日本公庫等のコロナ資本性劣後ローンの実績

コロナ資本性劣後ローンの利用実績推移（単月）

（件・億円）

業種別利用実績(2024年6月末)

件数 割合

製造業 2,747 34%

建設業 551 7%

卸・小売業 1,478 18%

飲食・宿泊業 1,234 16%

サービス 1,228 15%

運輸業 661 8%

その他 220 3%

8,127 100%

※2024年6月末時点に残高がある事業者で集計

※日本公庫中小事業及び商工中金の実績の合算
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● 制度創設～2022年にかけて
利用実績は一定水準で推移

● 制度創設以降の累計は

1.2万件、1.4兆円

小規模事業者の
制度理解が進み
一時的に増加

• 2024年6月末時点の累計実績は約1.2万件、1.4兆円。足下は、小規模事業者を中心に制度理解が進んだことを影響して

か、一時的に件数は増加しているものの、一件あたりの金額等を含め、コロナ禍と比較すると減少傾向にある。

• 製造業のほか、サービス業や飲食・宿泊業等、幅広い業種で利用されている。

29（注）日本公庫（国民事業・中小事業）及び商工中金の実績の合算



※１：期間5年の場合、国民1.45％、中小1.5％（2024年9月時点） ※２：貸付期間５年の場合、担保の有無などによって金利は異なる（2024年9月時点）
※３：間接被害・風評被害については、セーフティネット保証４号は利用可

○そのほか、官民金融機関等に対し、条件変更や借換え等について、事業者の実情に応じた迅速かつ柔軟な対応を要請(3/8)

日本公庫による貸付
（別枠で融資が受けられる）

災害関係保証（100%保

証、一般保証・セーフティ
ネット保証とは別枠の3階建
て、保証限度額2.8億円）

民間ゼロゼロ融
資のリスケ時の
追加保証料ゼロ

コロナ借換保証
利用に必要な計
画書作成の猶予

コロナ資本性劣後
ローンについて、
黒字金利適用事業
者も時限的に赤字

金利適用

二重債務対策
（能登半島地震復興
支援ファンドを活用
した債権買取等）

石川県
（災害救
助法適用
地域）

【特別貸付】
融資限度額
中小：3億円 国
民：0.6億円

⚫直接被害：3年間の金利※

１0.9%引下げ。利下げ上
限は中小１億円・国民３
千万円

（停電等による在庫被害も対象）

⚫間接被害：利下げ措置無
し。金利は一律※１

⚫その他被害：利下げ措置
無し。金利は国民2.10％、
中小1.4％等※２

（注）直接被害以外については、災害
救助法適用地域の４県に限定せず。

直接被害※３

（在庫被害も
対象）

＋

コロナ借換保証（伴走
支援型特別保証）の対象
に災害関係保証を追加

→保証料率は0.2%ま
で引下げ

直接被害 直接被害 直接被害
石川県に組成

4/1より相談受
付を開始

富山県
福井県
新潟県
（災害救
助法適用
地域）

ー ー ー ー

実績 823件、約88.7億円
（2024年7月末時点）

104件、約21.5億円 70件
4/1～8/31

138件※相談件数

（参考）令和6年能登半島地震の金融支援について

30
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1.足元の中小企業金融の状況

2.スタートアップ・成長企業を念頭に置いた多様な金融支援

3.信用保証付融資を取り巻く状況

4.再生支援の総合的対策公表後の取組状況

5.経営者保証改革

6.コロナ融資の効果検証

7.御議論いただきたい論点



32

フェーズごとの主に活用される資金調達方法のイメージ

（成長性/事業リスク）

シード期/創業期 アーリー期/事業立ち上げ期 ミドル期/成長期 レイター期/成熟期 （成長フェーズ）

創業・スタート
アップ

ローカル・ゼブラ
企業

100億円企業候補スケールアップ

エクイティ・ファイナンス（例：VC)の補完
的な役割として、デットファイナンス（例：
金融機関からの融資）・メザニンの活性化が
重要。

成長期から成熟期における調達規模の拡大に向けて、
金融機関からの融資やVC等による調達が見込まれる。

（低）

（高）

事業継続

事業再生

• 事業者の業態・規模は多様であり、資金調達の手法も多岐にわたるが、事業性や事業フェーズにあわせた対応が必要。

エクイティにはないデットの意
義として、①株式希薄化の回避、
②次期資金調達までの期間確保
といったメリットがある。

創業期はエクイティによる資金調達が難しいことが多く、
主にデットによる資金調達が見込まれており、社会的イン
パクトを重視した様々な資金調達手段が求められる。

DDS（デット・デット・スワップ）等に
よる債務整理の他、再生ファンド等も活
用しスポンサーへの橋渡し対応も必要。
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（参考）成長企業の資金調達事例

（出所）日本政策金融公庫 中小企業事業のご案内 2019

• 液晶調光フィルムの開発・製造販売を手掛ける九州ナノテック光学株式会社（大分県、従業員60名、売上高約29億円）

に対して、地域金融機関やベンチャーキャピタル、大手事業会社による資金供給に加え、日本政策金融公庫から資本性

劣後ローンを融資を実施。

• 各種機関からの融資等によって、独自の研究で開発した液晶調光フィルムを活用した製品の販路拡大を後押し。

九州ナノテック光学株式会社 地域金融機関

ベンチャーキャピタル

日本政策金融公庫
大手事業会社

出資・実用化支援

融資

ベンチャーキャピタル

融資（資本性劣後ローン）



金融支援

事業
ステージ

創業準備期
（研究開発・試作品リリース）

事業立ち上げ期
（完成品開発・販売開始）

急成長期
（販売拡大）

経営基盤確立期
（量産）

日本公庫によるスタートアップ支援

創業前 シード期 アーリー期 ミドル期 レイター期

創業期

総調達額

数百万円

シードラウンド

総調達額

数百万円～数千万円

シリーズAラウンド

総調達額

数千万円～数億円

シリーズB～Cラウンド

総調達額

数億円～

シリーズD以上

総調達額

数十億円～

新株予約権付融資
や資本性劣後ローン
のスキームも活用

（公庫の融資制度）

日本公庫によるスタートアップ支援の流れ

株式上場
中小企業事業

スタートアップ支援資金
資本性劣後ローン

国民生活事業
新規開業資金
資本性劣後ローン

創業資金を

積極的に供給

資本性劣後ローンを
創業間もない者にも供給

最大20億円の
融資にも対応

34

• 日本公庫では、創業前からレイター期まで、様々なステージのスタートアップを支援。その支援に際しては、資本性劣後

ローンや新株予約権付融資といった融資手法も活用。



コロナ資本性劣後ローンと通常資本性劣後ローンの違い

コロナ資本性劣後ローン 通常資本性劣後ローン

コロナの影響を受け、次のいずれかに該当する先

① J-Startup認定先やVC出資先等

② 活性協関与のもとで事業再生を行う者

③ 事業計画を策定し、民間金融機関による協調支援体制が
構築されている者

貸付対象
「新事業型（注1））と「再生型（注2）」の2種類が存在し、各
貸付制度で定める要件を準用

15億円 貸付限度額 10億円

20年・15年・10年・7年・5年1か月から事業者が選択（期
限一括償還）

貸付期間
5年1か月～20年までの中で、1年単位で貸付期間を設定可
能（期限一括償還）

➢ 当初3年間及び4年目以降赤字の場合は0.50％

➢ 4年目以降は、決算内容に応じて金利が変動し、黒字の場
合は２％台の金利が適用（期間20年の場合は2.95％）

適用利率

➢ 赤字の場合は0.50％、黒字の場合は3％後半～4％後半
の金利が適用（16～20年の場合は4.65％）

➢ 民間金融機関の支援を受け事業計画を策定し、当該金融
機関が相応の支援を行う場合は、当初3年間について
0.50％を適用

（注1）スタートアップ支援や、海外展開、M&A（事業承継）等の、新規事業展開や成長投資に必要な資金を供給する制度を定義
（注2）過剰債務（債務償還年数15年以上）の状況に陥り、認定経営革新等支援機関による指導・助言のもと「経営改善計画」を策定し再生を図る者を支援する制度を定義
（注3）上記は、日本公庫中小事業の貸付条件を示したもの。 35

• 通常資本性劣後ローンは、コロナ資本性劣後ローンに比べ、黒字の適用利率が高い制度設計となっている。



（参考）通常資本性劣後ローンの利用実績

（注1）資本性劣後ローンの各実績は、国民事業と中小事業の合算により算出
（注2）コロナ資本性劣後ローンは2020年8月創設。
（出所）日本政策金融公庫提供データより作成（2024年3月末時点）

資本性劣後ローンの利用実績推移（フロー）

1,087 
938 

760 

143 
42 53 107 

2,373 

3,427 

2,809 

1,597 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度

通常資本性ローン

コロナ資本性ローン

（件）

36

• 通常資本性劣後ローンは、コロナ前は1,000件前後の利用があったが、コロナ資本性劣後ローンの創設後、利用は低迷。



日本公庫の新株予約権付融資

制度の利用要件

貸付対象
VC出資先やJ-Startup選定先をはじめとするスタート
アップ

融資限度額 最大20億円

新株予約権の
行使価額

新株予約権取得時の株式の時価

適用利率 基準利率（上限2.5％：非リスク対応金利）

返済期間 20年以内（うち据置期間10年以内）

行使期間 新株予約権発行日から償還期限まで

その他

➢ 日本公庫は、新株予約権の行使（株式の取得）は
行わない。

➢ 株式公開等した場合は、経営者等に新株予約権を
売却する。

37

• 新株予約権付融資は、株式公開を目指すスタートアップを対象とし、企業が新たに発行する新株予約権を日本公庫が取得

することにより、無担保資金を供給する制度。
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（出所）日本政策金融公庫提供資料より作成

新株予約権付融資の制度概要



新株予約権付融資の状況認識

• 足元では、ベンチャーデットとしての新株予約権付融資のニーズが高まっており、引き続き一定の利用が見込まれる。

• スタートアップの資金ニーズに対応する中で、売却額高騰に伴う事業者の負担増についての対応策を求める声もあると

ころ。
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• 新株予約権付融資により支援をうけた事業者が株式を公開した場合は、日本公庫は、取得した新株予約権の行使（株式

の取得）は行わず、新株予約権を経営者等に売却する取扱い。

• 売却額は、経営者等に売却する時点の株価と、融資時点の株価の差額を基に算出。そのため、株式公開後に株価が急騰

した場合には、新株予約権の売却額も高騰する仕組み。

• 現状、多くのケースにおいて経営者等に問題なく売却できているが、売却額が高騰したケースにおいては、経営者等の

負担が大きく、売却が難航する事例も一部存在。
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新型コロナ発生

保証協会の100％保証の割合が増加
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• 2007年以降、従前の100％保証から原則80％保証（セーフティネット保証を除く。）に移行したが、民間ゼロゼロ融資
等により、保証債務残高は増大（100％保証の割合は22.6％から最大63%まで増加したが、足下は55.6％まで低下）。

• コロナ前（平時）では、100％保証と80％保証における代位弁済率に2％程度の差がある（足下では、各種支援策でいず
れも低調に抑えられていると考えられる）。また、100％保証は、80％保証に比べリスケ率が高く、リスケ回数が多い。

100％保証リスケ率（※）：20.4％、平均リスケ回数：9.1回
80％保証リスケ率 ：  8.2％、平均リスケ回数：6.1回（2019年末時点（コロナで借換が進んだため、コロナ前比較）

（※）1回でもリスケしたことのある融資件数

（注）コロナ前の100％保証は、小規模事業者・創業者・災害被災者向けの保証制度の利用が中心であるこ
とに留意が必要。

36.5兆円

100％保証の割合

（出所）全国信用保証協会連合会より （出所）全国信用保証協会連合会より



保証付融資申込時点のプロパー融資残高の割合

（出典）信用保証協会別の保証実績より
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プロパー融資あり保証承諾件数の割合
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• 保証協会への保証申込時点において、既にプロパー融資が入っている先はコロナ禍で1割程度減少。

• 民間ゼロゼロを含むコロナ禍の各種支援により資金需要を満たしたことでプロパー融資が減少。

ＣＲＤ区分別のプロパー融資なし保証承諾件数の割合
の変化（2018年度⇒2023年度）

（ポイント）

（出典）全国信用保証協会連合会より
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（注）CRD区分は、数字が高い区分ほど倒産確率が低くなる。



（参考）プロパー融資の重要性

2017年度、2019年度、2022年度の3時点全てにおいて
①プロパー融資：480社
②プロパー＋保証付融資：2,230社
なお、上記①、②いずれについても2017年度時点で経営状況が同程度の企業を抽出（詳細は注を参照）

※帝国データバンクのデータのうち、評点が中央値以下であり、かつ、2017年度、19年度、22年度の全てにおいて「プロパー融資のみ」もしくは「プロパー＋保証付融資」を受けている企業。異常値排除は上下5％を設定。
（注）2017年度時点の帝国データバンクの評点について、「プロパー融資のみ」の平均値と「プロパー＋保証付融資」の平均値の差は僅少（0.844）。

指標 2017年度→2019年度 2019年度→2022年度

売上高営業利益率 プロパー融資のみ ＞ プロパー＋保証付融資 プロパー融資のみ ＞ プロパー＋保証付融資

自己資本比率 プロパー融資のみ ＞ プロパー＋保証付融資 プロパー融資のみ ＞ プロパー＋保証付融資

評点 プロパー融資のみ ＞ プロパー＋保証付融資 プロパー融資のみ ＞ プロパー＋保証付融資

売上高 プロパー融資のみ ＞ プロパー＋保証付融資 プロパー融資のみ ＞ プロパー＋保証付融資

【T検定】 *:10%有意、**:5%有意、***:1%有意

**

*

42

• コロナ前（2017年度→19年度）、コロナ禍（2019年度→22年度）において、 「プロパー融資のみ」、「プロパー＋保

証付融資」を受けている中小企業※の経営改善状況を把握すべく、売上高営業利益率・自己資本比率・評点・売上高の変

化幅を比較したところ、一部統計的に有意でないものの、コロナ前、コロナ禍のいずれにおいても、全ての指標で、「プ

ロパー融資のみ」の方が増加幅が大きい（ないしは減少幅が小さい）傾向が確認できた。

• コロナ前・コロナ禍いずれにおいても、プロパー融資のみ先の方が金融機関による効果的な経営支援がなされている可能

性が推察される。

＊

＊＊



（参考）埼玉県信用保証協会の無担保型特別保証（無担保マスター）

43
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• ４月以降の中小企業活性化協議会（以下、「協議会」）の相談件数は前年同期比2割増、再生計画策定件数は1割増と
なっており、想定通り、再生支援ニーズの高まりが見受けられるところ。

• 協議会の現場からは、より小規模な事業者の相談案件が増えているとともに、小規模な事業者ほど逼迫した状態での相
談が多いとの声が寄せられている。実際、再チャレンジ支援については前年同期比で5割増となっており、より早めの対
応、円滑な再チャレンジ支援が一層求められている。

• 2022年度評価結果を受けて対象となった4つの低評価協議会のうち、3協議会については2023年度評価ではランクアッ
プ。

• 本年4月から開始した協議会補佐人制度を活用し、既に12の協議会で実績あり。

• 事業再生情報ネットワークの創設（本年6月～）を契機に協議会と年金事務所の連携が一層促進。

• 2022年から開始したトレーニー制度については、順調に派遣者は増えているものの、協議会を積極的に活用するかどう
かにおいて、派遣がある地域金融機関と無い地域金融機関との間で差が拡大しつつある状況。

• 2024年2月から開始した民間金融機関による早期経営改善計画策定支援についても徐々に活用が広がっているものの、
活用してもらいたい層に十分に行き届いていない可能性あり。

• 足下で再チャレンジ件数が急増している中、早期の相談につなげる仕組みの構築や、より効果的な再チャレンジ支援の
あり方の検討が必要。

現状認識

足下の状況

更なる課題

再生支援の総合的対策公表（本年3月）後の状況について
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（参考）中小企業活性化協議会の支援実績
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• 2023年度の中小企業活性化協議会の相談件数は過去最高の6,787件。

• 再生計画策定支援件数も2021年度から増加傾向であるほか、再チャレンジ支援件数は大幅に増加。

※１ 中小企業再生支援協議会は2022年４月１日より中小企業活性化協議会として再編。（上記実績は中小企業再生支援協議会における支援実績を含む）

再チャレンジ支援件数

（件）

（年度）



（注１）負債5億円以上の倒産企業（法的整理）のうち、倒産前後や手続き内での事業譲渡や自主再建等によって、法的整理後も当該企業の事業が存続したものを計上。

例えば、2023年度においては、倒産件数（法的整理）8,881件に対して、本データでは4,611件（5割超）がカバーされている。

（注２）倒産態様の定義は以下の通り。

「会社更生法」「民事再生法」…自主再建型（会社・事業が存続）や事業譲渡型（事業のみが存続）等が確認されたもの、再生計画が遂行できず事業が存続しなかったケースは該当しない。

「破産」…会社の清算を前提とした法的申請前の事業譲渡等が確認されたもの。

「特別清算」…会社の清算を前提とした事業譲渡、第二会社方式等が確認されたもの。
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• 2014年度～2023年度の10年間において、負債5億円以上で法的整理を行った倒産企業の３割超は、法的整理後も事業が
存続。また、倒産後も事業存続をしている倒産企業（負債5億円以上、法的整理）の割合は、会社更生法による倒産が９
割超と最も高く、民事再生法による倒産も８割超の高水準。

• 破産に至っている案件についても、早めの相談を促し事業存続や円滑な再チャレンジにつなげることが課題。

（出所）帝国データバンク「『事業存続型倒産』の実態調査」（2024年7月）より加工。
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（参考）事業存続型倒産の推移（従業員数別）
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（出所）帝国データバンク「『事業存続型倒産』の実態調査」（2024年7月）より加工。

• 従業員数が多いほど事業存続率は増加。従業員数100人以上に限れば、約７割の企業が事業を存続させている一方で、
従業員10人未満の小規模事業者の7割強は事業存続できずに倒産している状況。

（注１）負債5億円以上の倒産企業（法的整理）のうち、倒産前後や手続き内での事業譲渡や自主再建等によって、法的整理後も当該企業の事業が存続したものを計上。

例えば、2023年度においては、倒産件数（法的整理）8,881件に対して、本データでは4,611件（5割超）がカバーされている。
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低評価協議会の支援レベルの底上げ

低評価協議会の評価状況

協議会
2021年度実績
に対する評価

2022年度実績
に対する評価

2023年度実績
に対する評価

和歌山 D D D

山口 C D C

高知 D D C

大分 D D C

• 2023年度から、同じ統括責任者の任期内で2回目のＤ評価又は新たにＥ評価となった中小企業活性化協議会に対しては、
一律に業務改善計画の策定を求める取組を開始（2023年度は4協議会が対象） 。

• 業務改善計画の対象となった低評価協議会は、 ①地域金融機関、信用保証協会、民間支援専門家、関係支援機関との連
携体制が確立できていない傾向にあり、②相談対応件数や支援件数等が他協議会と比べて全体的に低調。結果として、
コロナ禍の長期化影響等により増加していると考えられる地域の中小企業者の支援ニーズを適切に拾い上げることがで
きていない可能性。

• 上記を踏まえ、人員の体制面やスキル面での強化策、金融機関等の関係機関との関係構築に向けた取組方針を示した業
務改善計画を策定し、四半期に1回、中企庁、地方局、中小企業活性化全国本部で進捗のフォローを実施。結果、4協議
会中３協議会で支援実績が上がりランクアップ。残る和歌山県協議会については、地域金融機関等の協力も得ながら更
なる改善を促していく。
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協議会補佐人制度の創設

協議会補佐人制度のイメージ

※ 2024年8月末時点
※ 同一の専門家が複数案件の外部専門家補佐
人になっているケースが存在。

※ 一定のケースで外部専門家補佐人を3回経
験すれば「中小企業の事業再生に関するガ
イドライン」の第三者支援専門家リストに
掲載する要件を満たす。

協議会補佐人制度の活用状況（2024年4月～8月）

委嘱

B信金 C信組 D保証協会他

中小企業活性化協議会

外部専門家

中小企業・小規模事業者・個人事業主

金融調整

公認会計士
税理士

弁護士

中小企業診断士
コンサルタント

不動産鑑定士

外部専門家
補佐人育成

計画策定支援

A銀行

委嘱

活用協議県 件数

宮城県 1

栃木県 1

群馬県 1

埼玉県 2

新潟県 3

静岡県 1

大阪府 3

兵庫県 4

徳島県 4

香川県 2

愛媛県 1

沖縄県 3

総　計 26

職種 人数

公認会計士 4

税理士 1

公認会計士・税理士 1

中小企業診断士 10

弁護士 6

計 22

• 中小企業活性化協議会をハブとして、地域の事業再生の担い手となる人材を育成すべく、協議会が具体的な案件ごとに
選定する外部専門家の下で、 「外部専門家補佐人」として支援に参画できる制度を本年4月から創設。

• 外部専門家補佐人の経験は、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の第三者支援専門家の実務要件にカウン
トが可能となっている。既に当該制度を活用している宮城県、栃木県、埼玉県、沖縄県は2024年8月末時点で第三者
支援専門家候補者リストに掲載された専門家が不在の県であり、育成が進むことが期待される。



51

（参考）中小企業活性化協議会での弁護士SM（※１）の配置状況について

未採用協議会 ※採用意向あり（3協議会）

採用協議会 ※採用内定の協議会を含む（44協議会）

（※１）SMとは、「統括責任者補佐」の略称
（※２）交代に伴う一時的な増加は除く。

• 「挑戦する中小企業応援パッケージ」において掲げた、弁護士SMの倍増の取り組み（26名→50名）について、9月30
日現在、採用内定者を含め60名（※２）となっている。（山梨・佐賀は10月1日付けで着任）

• 採用意向のある先を踏まえると、令和6年度中には全協議会において弁護士SMを採用予定。（計63名程度となる見込
み。）

（出所）中小企業活性化全国本部提供資料より加工。
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事業承継・引継ぎ支援センター、よろず支援拠点との連携推進

①互いの業務内容把握

• 3機関間での互いの業務内容の把握。

• 3機関における支援現場の第一線の相場観の共有。

（例）①相談受付から、実際の支援、支援完了までの業務フロー

②事業者から得る情報の粒度

③支援に当たっての案件受け渡しのタイミング

②案件の受渡しができる関係構築

•名刺交換の関係にとどまらず、組織×組織や、
個人×個人で連携に関する信頼関係を構築。

③連携に必要なインフラ・ルール整備

•各地域における案件受渡し等のルールの整備。

•案件受渡しにあたり、3機関で共通の受付フォー
マットや、案件受渡しを案内する業務フローの整
備。

④案件受渡し・共同支援の実行

•受渡しや共同支援すべき案件が出てきた際に、
適時適切な受渡しや共同支援を実行。

• 地域における支援の最大化を図るため、「中小企業活性化協議会」、「事業承継・引継ぎ支援センター」及び「よろず
支援拠点」の3機関連携を強化。

• 各機関での評価において、案件の受け渡し件数の見える化や評価比重を拡大したほか、各地で 「3機関連携推進会議」
を開催。中小機構が策定、提示する「案件受渡しの手引き」、「チェックリスト」の活用等を通じて、適切な受渡し・
共同支援が可能となるよう環境整備を進める。
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小規模事業者注力型再生ファンドの仕組みの創設

小規模事業者注力型再生ファンド【中小企業再生ファンド】に関するファンド運営者の募集

【投資対象】
• 投資総額の70％以上は中小企業
• 投資先数の40％以上は小規模事業者

小規模事業者とは、下記①②のいずれかに該当するもの（※）
①製造業、建設業、運輸業、サービス業（宿泊業・娯楽業）、その他の業種については、常時使用する従業員の数が20
名以下
②卸売業・小売業、サービス業（宿泊業・娯楽業を除く）については、常時使用する従業員の数が5名以下
 （※）小規模事業者支援法、中小企業信用保険法、小規模企業共済法の3法における定義を準用

【組合の存続期間】
• 20年以内（3年を超えない範囲内で延長可能）

【公募期間】
• 2024年7月2日～2025年3月31日

• 小規模事業者については特に信用保証付融資の割合が高いことが多く、早期の支援につながりにくいほか、再生には長
期の支援が必要であり、更なる支援策が必要。

• そこで、再生支援に充てられる期間を長期化するために存続期間を最長15年→20年に拡充し、一定割合を小規模事業
者に投資するファンド組成に向け、ファンド運営者の募集を開始。
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事業再生情報ネットワークの創設

※地方税の課税主体である各地方団体に対しては、総務省から本ネットワークの趣旨等を周知。
※中小企業庁・金融庁等から中小企業活性化協議会・官民金融機関に対し、①公租公課の納付状況の確認、②公租公課は優先納付されるべき債権であることや納付計画を遵守しない場合のリスクの周知、③必要に応じた資金繰り支援や納付計画策定支
援など、事業者支援の徹底を要請。

事業者

中小企業活性化協議会 金融庁
事業者向け相談窓口

経営改善・事業再生に関する相談

共有された情報に基づき、必要に応じて対応を検討

事業者の希望を踏まえ、事業再生の可能性が高く、必要と判断される場合、該当する省庁等に伝達

中小企業庁

中小企業庁金融庁・財務局国税庁厚生労働省

信用保証協会官民金融機関国税局・税務署年金機構・年金事務所

情報共有

• 関係省庁が連携して再生支援を強化していくべく、2024年6月から運用を開始。

• 再生可能性の高い中小企業の情報を公租公課の徴収現場（年金事務所、税務署等）や金融機関等に共有することで、公
租公課の適正な納付計画の策定、関係機関による処理方針や支援の判断・決定に資する仕組みを構築し、公租公課の確
実な納付と事業再生の両立を目指すもの。

• 本年8月末までに延べ18件の申請を受付。

• なお、中小企業活性化協議会では、本ネットワークの活用以外でも年金事務所への説明会や勉強会開催等を行っている。



中小企業活性化協議会トレーニー研修制度の利用実績

トレーニー派遣実績（2022～2024年度累計）

※属性別の2022年度～2024年度のトレーニー派遣累計人数
※2024年度はトレーニー110名を見込んでいる。

4.28

14.90

トレーニー派遣実績無し トレーニー派遣実績有り

トレーニー派遣実績有り／無し金融機関の1金融機関当たり
計画策定支援件数について（2021～2023年度累計）

（１金融機関当たりの計画策定支援件数）

※計画策定支援：収益力改善支援・リスケ・プレ再生計画策定・再生計画策定
（債権放棄・DES・DDS）

• 中小企業活性化協議会が有する再生支援のノウハウを地域に還元し、地域の再生支援の質の向上、再生支援専門家の
ネットワーク構築につなげることを目指し、2022年度からトレーニー研修制度を創設。

• 各地の協議会で、金融機関・信用保証協会の職員を2022年度は127名、2023年度は105名、合計232名受入れ。

• 本トレーニー派遣を通じて、協議会事業への理解や派遣元の金融機関等との関係構築が図られ、派遣実績のある金融
機関の１金融機関あたりの2021年～2023年の計画策定支援件数は、派遣実績無し金融機関の3倍以上。（相談件数
についても、年を追うごとに差が拡大）

（１金融機関当たりの年間事前相談件数）

1.1

5.1

7.8

0.3

1.7
2.5

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

2021年度 2022年度 2023年度

トレーニー派遣実績有り トレーニー派遣実績無し

（件）

2022年度トレーニー制度開始後の活性化協議会への
事前相談件数について
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112

157

0 50 100 150 200

保証協会

信用組合

信用金庫

地方銀行

（人）

（出所）中小企業活性化全国本部提供資料より加工



（参考）中小企業活性化協議会のトレーニー研修制度について

（出所）トレーニー並びに各活性化協議会（全国本部）からのヒアリングより

トレーニー制度のイメージ

各団体（金融機関・保証協会）
の職員をトレーニーとして派遣

ノウハウを習得して地域に還元
支援専門家のネットワークも構築

地方銀行

信用金庫

信用組合

保証協会

中小企業
活性化協議会

トレーニーや派遣元
からのコメント

活性化協議会（全国本部）
からのコメント

• 協議会の職員だけでなく、様々な専門
家（弁護士や公認会計士、中小企業診
断士）と知り合うことができて、事業
再生において知識の幅が広がった。ト
レーニー期間終了後も再生案件への相
談や対応が行いやすくなった。

• トレーニー制度を通じた再生支援実務
ノウハウの蓄積・還元が期待される。

• 実際の案件に触れることで、事業者へ
の再生支援への実務のみならず、協議
会の公平中立な立場として事業者に寄
り添う考え方などが学習できた。

• OJTを実施することで統括責任者補佐
の協議会事業の理解が深まった。

• 各地域での（事業再生実務）専門家人
材の育成に繋がることが期待される。

• トレーニーを受入れることで、現場の
モチベーションアップに繋がった。

• トレーニーを通じて各地域・現場の声
の把握、課題の掘り起こしが期待でき
る。

• 協議会との距離感がより近くなり、金
融機関を交えた相談会（意見交換会）
を行うようになった。

トレーニー制度の評価

• 協議会が有する再生支援のノウハウを地域金融機関に還元し、地域全体での事業再生の機運の醸成、質の向上、再生
支援専門家のネットワーク構築につなげることを目指し、2022年度からトレーニー研修制度を創設。6ヶ月コースを
原則とし、半期に1度金融機関団体を通じて募集を実施。

• 本トレーニー制度について、トレーニーや派遣元、中小企業活性化協議会からは、「協議会の職員だけでなく、弁護
士や公認会計士など、再生に関する様々な支援者と知り合うことができ、トレーニー期間終了後も再生案件への相談
や対応が行いやすくなった」、「協議会との距離感がより近くなり、金融機関を交えた相談会（意見交換会）を行う
ようになった」といった声が挙げられている。
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早期経営改善計画策定支援（ポストコロナ持続的発展計画事業：通称ポスコロ事業）
を活用した民間金融機関による経営改善支援について
• ポスコロ事業は、早期の経営改善への取組を後押しすべく、資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプラン

といった経営改善計画策定の支援をする制度。

• 本制度は2024年２月より、民間金融機関が中小企業に行う計画策定支援も補助の対象としている。

民間金融機関 認定経営革新等支援機関
（金融機関を除く）

実施期間 2024年2月～2025年1月 ー

補助額 上限15万円（計画策定費用の2/3のみ） 上限25万円（注1）

伴走支援 ３年間（注2） 1年間（注２）

対象
事業者

① 支援を受ける中小企業（以下、｢支援対象者｣という）は、民間ゼロゼロ融資（借換分(注3)を含
む）を利用しており、利用申請時点において当該融資の残高があること

中小企業・小規模事業者
及び個人事業主

② 支援を行う金融機関は、原則、支援対象者のメインバンク(注4)であること

③ 支援を行う金融機関における、支援対象者の民間ゼロゼロ融資（借換分(注3)を含む）の保証債務
残高が2,000万円以下であること

④ 支援を行う金融機関の支援対象者に対する融資総額が、民間ゼロゼロ融資（借換分(注3)を含む）
の保証債務残高の２倍以内であること

（注1) 計画策定支援費用及びその後の伴走支援（モニタリング）費用の２/３。計画策定費用上限15万円、伴走支援費用費用上限10万円（期末5万円、期中5万円）。

（注2) 早期経営改善計画の策定日から最初の決算期を起算日（０期）とし、以降1年間の決算期（金融機関の場合３年間）まで。

（注3) 本件における借換分とは、民間ゼロゼロ融資を借り換えて、民間ゼロゼロ融資でない保証協会付融資になっている場合を含む。借換えの際、追加融資を伴う場合、残高は追加融資分を含んだ融資残高とする。

（注4）本件におけるメインバンクとは、上記融資の利用申請時点または利用申請の直近決算時点の融資残高が、最も多い金融機関をいう。ただし、取引年数や取引状況等を勘案した上で、支援対象者がメインバンクと認める場合はこの限りでない。
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民間金融機関のポスコロ事業活用状況
• 2024年２月に制度を開始したものの、民間金融機関の体制整備にも時間を要し、件数は低調に推移してきたが、徐々

に増加傾向。申請件数の増加は、利用金融機関の広がりによる寄与も大きい。金融機関種別では信用金庫からの申請
が過半。（信用金庫57.4％、地方銀行29.4％、第二地方銀行10.1％、信用組合3.1％）

• 業種別では、建設業が27％、卸売業小売業20％、製造業17％、宿泊業飲食サービス業10％。「物価高」、「人手不
足」による影響を受けやすい事業者の利用が多い。

申請件数の推移（件） 活用した金融機関数の推移（件） 
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（出所）中小企業活性化全国本部提供資料より （出所）中小企業活性化全国本部提供資料より
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プロパー融資が無い保証承諾件数割合（％）

利用なし ポスコロ利用先(銀行) ポスコロ利用先(信金信組)

ポスコロ事業を活用する金融機関の傾向
• 保証承諾時にプロパー融資が無い割合が低い金融機関、代位弁済率が低い金融機関ほどポスコロ利用を積極的に開始

している傾向にあるのではないか。

• 各金融機関の代位弁済率（平均）は、ポスコロ非利用先の金融機関と比べて、利用先の金融機関の方が低い傾向。

プロパー融資が無い保証承諾件数割合と代位弁済率 利用先と非利用先の代位弁済率（％）

（注1) 代位弁済率、プロパー融資がない保証承諾件数割合は、保証承諾の件数が10件以上かつ、保証債務残高（平均）の件数が100件以上の地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合の2023年度実績を集計。

（注2)   ポスコロ利用先（銀行）とは、地方銀行及び第二地方銀行を言う。 ポスコロ利用先（信金信組）とは、信用金庫及び信用組合を言う。

（注3） 信用組合については、利用が２件の為除く。

（出所）  中小企業活性化全国本部提供資料及び全国信用保証協会連合会資料より作成
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（参考）地域別のポスコロ事業活用状況

北海道 1

青森県 0

岩手県 0

宮城県 1

秋田県 0

山形県 0

福島県 0

北海道・東北

茨城県 0

栃木県 0

群馬県 0

埼玉県 7

千葉県 6

東京都 4

神奈川県 2

新潟県 8

長野県 5

山梨県 2

静岡県 2

関東

愛知県 6

岐阜県 10

三重県 1

富山県 8

石川県 0

中部

福井県 2

滋賀県 0

京都府 4

奈良県 2

大阪府 1

兵庫県 1

和歌山県 25

近畿

鳥取県 0

島根県 0

岡山県 4

広島県 0

山口県 12

中国

徳島県 3

香川県 2

愛媛県 5

高知県 0

四国

福岡県 0

佐賀県 0

長崎県 0

熊本県 0

大分県 0

宮崎県 0

鹿児島県 5

沖縄県 0

九州・沖縄

60（注）各都道府県の実績は、活用した金融機関の本店所在地別で集計、単位：件。
（出所）中小企業活性化全国本部提供資料より



地方銀行の取り組み事例信用金庫の取り組み事例

➢ 事業者支援ツールの一つとして活用。

➢ 従前から計画策定支援には取り組んでいたが、金融支援を要す
る先がメインであった。制度開始により、これまで支援対象に
入っていなかった事業者を経営サポート先として管理対象とし
た。

➢ 形式的な計画ではなく、質を伴う計画となるよう銀行本部にて
営業店のフォロー体制を整備。

➢ 保証協会とは利用申請前より情報を共有し、事業者支援の連携
を図ることを確認。

➢ 本制度提案により事業者の潜在的な悩みや問題を掘り起こすこ
とを目的として取り組み。

➢ 小規模事業者やゼロゼロ融資先への接点・フォローの機会が増えた。

➢ 本制度を通じて、事業者との接点が増えることで事業をより理解す
ることが可能。また事業者との相互理解も深まる。

➢ 行員の事業理解が深まり、スキルアップに繋がる。

■金融機関の取り組み方針・体制

■金融機関側の声

（参考）ポスコロ事業による金融機関の取り組みまでの事例

➢ 民間ゼロゼロ融資先のモニタリングの一環・課題把握のツー
ルとしてポスコロ事業を活用。

➢ ポスコロ活用促進の為、利用申請を各営業店、個人担当者の
評価項目へ追加。

➢ 計画策定には、複数回の面談が必要であり、時間を要するこ
とは想定されたが、信用金庫の経済合理性ではなく、事業者
が腹落ちする計画策定を目指した。

➢ これまで有償で計画策定支援は行っておらず、外部専門家へ
依頼していたが、ポスコロ事業開始を契機に取り組みを開始。

➢ 法人融資担当者向け勉強会の実施、支店長会議にて取り組み
方針(積極活用)説明。

➢ 事業者との対話を深め、お互いに理解(目線合わせ)を深められる。

➢ 対話によるり潜在的な問題を共有できた。予兆管理の面でも効果
あり。

➢ 信用金庫担当者のスキルアップにも繋がる。

■金融機関の取り組み方針・体制

■金融機関側の声
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（参考）認定支援機関による経営改善計画策定支援事業：405事業
• 金融支援を伴う本格的な経営改善の取組が必要な中小企業を対象に、認定経営革新等支援機関が経営改善計画の策定

を支援【通常枠】。2022年4月より、「中小企業の事業再生等のための私的整理手続(中小版GL)」に基づく事業再生
等を促進する支援メニューを追加【中小版GL枠】。

• 中小企業者等が認定経営革新等支援機関に対し支払う費用の2/3を中小企業活性化協議会が支援する。                         
※上限額：通常枠＝300万円(注)、中小版GL枠＝700万円

• 通常枠では、2023年4月より「収益力改善支援に関する実務指針」（2022年12月策定）に沿った支援を行い、本源
的な収益力の改善支援に加え、ガバナンス体制の整備についての支援も行うこととしている。

1億円未満

35.4%

1億~3億

35.2%

3億~5

億

12.6%

5億~10億

10.2%

10億以上

6.4%

申請者の年商
（2024年3月末時点）

10名未満

41.7%

10名~20名

24.1%

20名~50…

50名~100名

7.1%

100名以上

3.6%

申請者の
従業員規模

（2024年3月末時点）

制度利用状況 ※2024年3月末現在

2,254 
5,225 

3,521 
2,272 1,975 1,603 1,643 1,202 

1,500 1,980 2,162 

7,479 

11,000 

13,272 

15,247 
16,850 

18,493 
19,695 

21,195 
23,175 

25,337 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

支援決定件数（年度）

支援決定件数（累計）

事業スキーム

(注)通常枠で、経営者保証解除を目指した計画を作成し、金融機関交渉を実施する場合は別途補助（補助上限額10万円）

中小企業活性化協議会

① 連名で支援申込
⑥⑩ 支払申請
（DD･計画策定、伴走支援、金融機関交渉(注)）

⑦⑪ 費用の2/3を支援
       通常枠 : 上限300万円(注)

       中小版GL枠 : 上限700万円

金融機関

④ 協議

認定経営革新等
支援機関
（外部専門家）

② 計画策定、金融支援
協議等のサポート

⑧ 伴走支援

中小企業・
小規模事業者

⑤⑨ 費用の1/3を支払

認定経営革新等
支援機関

（第三者支援専門家）

③ 計画の検証

③ 計画の検証

⑤ 費用の1/3を支払

中
小
版
Ｇ
Ｌ
枠
の
み
実
施
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（件）

（年度）

（出所）中小企業活性化全国本部提供資料より



（参考）認定支援機関による早期経営改善計画策定支援事業：ポスコロ事業

1億未満

59.2%

1億~3億

26.0%

3億~5億

7.0%

5億~10億

5.1%

10億以上

2.6%

申請者の年商
（2024年3月末時点）

10名未満

63.3%

10名

~20名

18.5%

20名~50名

13.5%

50名~100名

3.4%
100名以上

1.4%

申請者の
従業員規模

（2024年3月末時点）

5,949 
4,126 

1,715 1,405 1,321 2,053 
754 

10,075 
11,790 

13,195 
14,516 

16,569 
17,323 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

支援決定件数（年度）

支援決定件数（累計）

• 資金繰りの管理や自社の経営状況の把握などに取り組む中小企業を対象として、認定経営革新等支援機関の支援を受
けて資金繰り計画やビジネスモデル俯瞰図、アクションプランといった計画の策定を支援。

• 中小企業が認定経営革新等支援機関に対し支払う費用の2/3を中小企業活性化協議会が支援する。

※上限額25万円（経営者保証解除を目指した計画を作成し金融機関交渉をする場合は、上限10万円を別途補助。）

• 本事業では、2023年4月より「収益力改善支援に関する実務指針」（2022年12月策定）に沿った支援を行うことと
し、ガバナンス体制の整備を含め、早期の経営改善に向けた支援を行うこととしている。

• 2024年2月から2025年1月末まで、時限的に民間金融機関による支援も補助対象を実施している。

中小企業活性化協議会

① 連名で支援申込
⑤⑨ 支払申請
（計画策定、伴走支援、金融機関交渉(注)）

金融機関

認定経営革新等
支援機関

（外部専門家）

② 計画策定、金融機関交渉
等のサポート

中小企業・
小規模事業者

③ 計画書提出

④⑧ 費用の1/3を支払

⑥⑩ 費用の2/3を支援
   （上限25万円(注)）

⑦ 伴走支援

(注)経営者保証解除を目指した計画を作成し、金融機関交渉を実施する場合は別途補助（補助上限額10万円）
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制度利用状況 ※2024年3月末現在事業スキーム
（件）

（年度）

（出所）中小企業活性化全国本部提供資料より



（参考）再生支援の総合的対策
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• 再生支援ニーズの高まりを踏まえ、2024年3月に財務省、金融庁と連携して「再生支援の総合的対策」を策定し、支
援のプレーヤー毎の取組強化策を公表。



１． 低評価協議会の支援レベルの底上げ 【24年４月】

⚫ 低評価協議会（相談・支援件数が低位、支援の質が低い等の協議会）に対して、業務改善計画の策定（相談・支

援件数増加に向けた対策、支援体制の整備等）を義務付け。

2. 「協議会補佐人制度」の創設 【24年４月】

① 協議会で再生支援を行う弁護士等の下で、地域の専門家が「補佐人」として支援に参画できる制度を創設。こ

れにより、地方の再生支援人材を育成。

② 当該補佐人経験を、「中小企業の事業再生等に関するガイドライン」の第三者支援専門家の実務要件にカウン

ト。

３．  事業承継・引継ぎ支援センター、よろず支援拠点との連携推進 【24年3月】

⚫ 各機関における評価において、案件の受け渡し件数の見える化や評価比重を拡大する。

２．中小企業活性化協議会による支援の強化

主な施策

1. 小規模事業者注力型再生ファンドの仕組みの創設 【24年4月】

ファンドの存続期間を最長15年→20年に拡充、再生支援に充てられる期間を長期化（投資期間を10年程度

にすることが可能）。 等

2. 再生支援ノウハウを有する商工中金による難易度の高い先を支援する再生ファンドの組成

３．再生ファンド（中小機構出資）による支援の強化

主な施策

65



1. 一歩先を見据えた経営改善・再生支援の強化

① 監督指針の改正を行い、事業者の現状のみならず状況の変化の兆候を把握し、一歩先を見据えた対応を求

める。【２４年４月適用開始】

➢ 日常的・継続的な関係強化を通じた事業者の予兆管理と認識共有（プッシュ型での情報提供）

➢ メイン・非メインに関わらず金融機関自身の経営資源の状況を踏まえた対応促進

② 事業者の経営改善や事業再生を先送りしないため、「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」等の策定を

促進。【２４年度～】

③ 昨年実施した重点的なヒアリングの結果を踏まえ、各地域における事業者支援態勢の構築・発展に向けた取

組みを一層促進。【２４年度～】

2. 経営改善・事業再生支援人材の拡充

① 経営改善・事業再生支援に関心のある地方の専門家（弁護士、税理士、会計士等）を発掘、金融機関・地方の

専門家・知見のある専門家の連携強化を目指すイベントを開催。【２４年中】

② REVICによる事業再生に関する実践的な研修を、地域金融機関の役職員向けに引き続き開催。

3. 事業者のガバナンス向上支援（経営者保証を不要とするための課題解決促進）

⚫ 金融機関が、経営者保証に依存しない融資慣行の確立のために積極的に行っている対応や、事業者のガバ

ナンス改善を通じて経営者保証を解除できた事例等をとりまとめ、横展開を実施。【２４年６月末】

４．民間金融機関による支援の強化

主な施策
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1. 日本政策金融公庫等の「コロナ資本性劣後ローン（限度額15億円）」を本年６月末まで延長【再掲】

2. 日本政策金融公庫等による経営改善支援

⚫ コロナ特別貸付の返済時に経営が悪化している事業者に対しては、関係機関と連携して早期の経営改善
支援を行う。

3. 「早期経営改善計画策定支援」を活用した日本政策金融公庫等のコロナ資本性劣後ローンの活用促進 
【24年3月】

⚫ 早期経営改善計画策定支援を通じて策定した事業計画を、コロナ資本性劣後ローンの申込時に必要な
事業計画（民間金融機関による協調支援なしの場合）として活用できるようにすることで、小規模事業者
の資本性劣後ローンの活用を促進する。

⚫ 一定期間経過後、借手の申し出によるコロナ資本性劣後ローンの期限前返済が可能であることを明確化
することにより、利便性を向上。

５．政府系金融機関による支援の強化

主な施策

1. 「事業再生情報ネットワーク」の創設【24年度～】

① 事業者の経営改善・事業再生に向けた資金面での悩みごとについて、金融庁に設置する「事業者の経営

改善・事業再生相談窓口（仮）」や中小企業活性化協議会を通じて把握する。その際、公租公課の分割納

付の相談など、他省庁との連携が必要と判断されるものは、関係省庁等との間で情報共有する仕組み

を構築し、対応する。

② 公租公課の納付と事業再生との両立が図られた事例等をとりまとめ、横展開を実施。 等

2. 関係省庁連名の要請文の発出【24年3月】

⚫ 信用保証協会、官民金融機関、中小企業活性化協議会等の外部機関、弁護士、税理士、会計士等の専門
家が連携した経営改善・事業再生支援を実施するよう、関係省庁の大臣より要請文を発出。

６．関係省庁の連携による支援の強化

主な施策
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1.足元の中小企業金融の状況

2.スタートアップ・成長企業を念頭に置いた多様な金融支援

3.信用保証付融資を取り巻く状況

4.再生支援の総合的対策公表後の取組状況

5.経営者保証改革

6.コロナ融資の効果検証

7.御議論いただきたい論点



物的担保
第三者保証

69

経営者保証を提供している中小企業の割合は横ばい

（*1）すべて決算年度ベース。2011年度～2017年度は、調査項目から外れていたためデータが不存在。
（*2）メインバンクから借入を行っている企業のうち、それぞれを提供している企業の割合を計算。
（出所）「中小企業実態基本調査」より作成。

• メインバンクからの借入に第三者保証を提供している企業は2004年度から7割減、物的担保の提供企業は半減してい

るなど、それぞれ減少傾向。

• 他方、経営者保証を提供している企業は、足下では減少傾向にあるものの、長期では横ばい。

中小企業（法人のみ）の借入における経営者保証、第三者保証、物的担保の提供状況

経営者保証

67% 68%

80% 78% 78% 78% 79%

71% 71%
66%

63% 62%

15% 13%
9% 8% 8% 7% 6% 4% 3% 4% 4% 3%

54% 52%

46%
43% 42% 41% 40%

29% 28% 27% 26% 24%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2018 2019 2020 2021 2022



70

経営者保証に関する足下の状況 ～新規融資時～

（注）政府系金融機関のグラフは、日本政策金融公庫（国民生活事業）の個人向け融資を除いた長期融資全体に占める割合で作成。
（出所）中小企業庁HP、金融庁HPより作成。

• 経営者保証ガイドラインの運用開始から10年が経過。経営者保証に依存しない新規融資は増加傾向。ただし、政府系金

融機関は約６割、民間金融機関は約５割となるなか、信用保証付融資は3割程度にとどまる。

経営者保証が外れている新規融資案件の割合

19%

60%

25%
32%

12%

48%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

民間金融機関

政府系金融機関 信用保証付融資

ただし、個人事業主を除外した場合は
商中（2023年度）：70.7％
公庫（2023年度下期）：55.6％

ただし、個人事業主を除外
した場合は41.3％

ただし、個人事業主を除外
した場合は12％



（参考）経営者保証を求めない創業時の信用保証制度
（スタートアップ創出促進保証）

• 失敗時のリスクが大きいために起業をためらう起業関心層のうち、約８割が原因として経営者保証を挙げている。

• そのため、創業時に信用保証を受ける場合、経営者保証を不要とする新しい信用保証制度を2023年3月15日に創設。

• なお、本制度については、保証協会所在の都道府県市のうち、既に41都道府県市において制度融資が措置され、自治体
における追加支援が措置されている。

資格要件
• これから法人を設立する創業予定者と法人設立後5年未満の創業者。

＊創業予定者と税務申告１期未終了者に限り、創業資金総額の1/10以上の自己資金を有することを追加的な

要件とする。

保証限度額等 • 保証限度額：3500万円（保証割合：100％）

保証期間等 • 保証期間：10年以内（据置期間１年以内。プロパー融資がある場合は3年以内も可）

貸付金利・
保証料率

• 貸付金利：金融機関所定利率

• 保証料率：各信用保証協会所定の創業関連保証の信用保証料率に0.2％を上乗せ

ガバナンス向上の
ための工夫

• 創業3年目及び5年目に決算申告書を基に、中小企業活性化協議会によるガバナンス体制の整備に関する

チェックを受け、結果を記したチェックシートを金融機関に提出。提出を受けた金融機関は内容を確認し、そ

の後信用保証協会に提出する。
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（参考）スタートアップ創出促進保証制度の利用状況
保証承諾

件数 金額

北海道 98 825

青森県 10 127

岩手県 5 36

宮城県 142 1,184

秋田県 16 145

山形県 9 78

福島県 11 80

新潟県 17 220

茨城県 31 329

栃木県 26 171

群馬県 35 407

埼玉県 87 703

千葉県 120 741

東京都 600 8,748

神奈川県 120 1,328

山梨県 16 146

長野県 157 1,110

静岡県 36 260

愛知県 169 1,715

岐阜県 8 53

三重県 5 44

富山県 4 34

石川県 5 44

福井県 1 10

保証承諾
件数 金額

滋賀県 18 187

京都府 28 201

大阪府 187 1,740

兵庫県 53 549

奈良県 11 66

和歌山県 6 42

鳥取県 4 35

島根県 0 0

岡山県 9 58

広島県 61 357

山口県 18 118

香川県 5 42

徳島県 12 84

高知県 3 16

愛媛県 33 328

福岡県 44 232

佐賀県 10 83

長崎県 0 0

熊本県 2 23

大分県 30 94

宮崎県 1 10

鹿児島県 11 121

沖縄県 17 174

合計 2,291 23,098

（注）島根県や長崎県など、創業者向けに保証料負担のない融資制度が整備されている地域もあり、本制度の実績が伸びない傾向にある。
（注）2023年３月15日から2024年7月30日までの都道府県別の保証承諾実績（確定値）、単位：件、百万円
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対象要件
(一定の経営規律等)

次の要件のいずれにも該当すること(*)

① 過去２年間（法人の設立日から２年経過していない場合は、その期間）において貸借対照表、損益計算書等その他財
産、損益又は資金繰りの状況を示す書類（*1）を当該金融機関の求めに応じて提出していること。

② 直近の決算書において代表者への貸付金等(*2,3)がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相
当と認められる額を超えていないこと。

③ 直近の決算において債務超過ではない（純資産の額がゼロ以上である）こと又は直近２期の決算において減価償却前
経常利益が連続して赤字ではないこと。

④ 上記①及び②については継続的に充足することを誓約する書面を提出していること。

⑤ 中小企業者が保証人の保証を提供しないことを希望していること（*4）。

(*)法人の設立後最初の決算が未了の者の場合にあっては①から③までに掲げるものを、法人の設立後最初の２期分の決算が未了の者にあって
は③に掲げるものをそれぞれ除く。

保証料率
• 通常の保証料率に、上記③の要件を両方とも満たしている場合は0.25％、どちらか一方のみを満たしている場合は

0.45％の上乗せを行う（２期分の決算書がない場合は0.45％の上乗せ）。

• 事業者負担軽減のため、時限措置として、上乗せした保証料の一部について軽減措置を講じる。

(*1)原則、貸借対照表及び損益計算書とするが、必要に応じて試算表や資金繰り表等も含む。

(*2)「代表者」には代表権を持つ者のほか、代表者に準ずる者も含む。

(*3)「貸付金」以外の金銭債権（仮払金・未収入金等）も含み、少額のものや事業の実施に必要なものは除く。

(*4)経営者保証を不要とすることができる既存の保証制度等については、本制度によらず、引き続き従前の取扱いを可能とする。

経済産業省令に規定

（参考）保証料上乗せにより経営者保証の提供を不要とする信用保証制度の創設
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• 保証料率の上乗せにより、経営者保証ガイドラインの３要件（①法人・個人の資産分離、②財務基盤の強化、③経営の
透明性確保）よりも緩和した要件を設定。

• また、新制度の活用を一気に加速していくため、新制度における「上乗せ保証料」について、保証料上乗せに慎重な中
小企業へ活用を促すべく、 3年の時限措置として軽減（1年目は0.15%、2年目は0.10%、3年目は0.05%）。



（参考）保証料の上乗せ制度等の利用状況

（注）３月15日から9月6日までの都道府県別の保証承諾実績（速報値）、単位：件、百万円

保証承諾
件数 金額

北海道 356 4,511 

青森県 7 64

岩手県 17 196 

宮城県 25 340 

秋田県 17 220 

山形県 2 28 

福島県 35 553 

新潟県 25 259 

茨城県 67 782 

栃木県 24 417 

群馬県 31 427 

埼玉県 164 2,508 

千葉県 37 533 

東京都 1,569 28,262 

神奈川県 134 2,749

山梨県 8 167

長野県 147 1,376

静岡県 35 459

愛知県 179 3,892

岐阜県 70 1,429

三重県 18 302 

富山県 20 217

石川県 3 91 

福井県 6 86 

保証承諾
件数 金額

滋賀県 21 275 

京都府 38 853 

大阪府 830 23,804 

兵庫県 63 1,186 

奈良県 18 350 

和歌山県 21 482 

鳥取県 6 42 

島根県 27 172 

岡山県 27 388 

広島県 215 3,482 

山口県 119 1,239 

香川県 34 524 

徳島県 33 332 

高知県 8 168 

愛媛県 28 239 

福岡県 58 833 

佐賀県 6 86 

長崎県 5 38 

熊本県 16 202 

大分県 9 44 

宮崎県 5 80 

鹿児島県 2 50 

沖縄県 73 950 

合計 4,658 85,687 
74



（参考）保証料の上乗せ制度等の利用状況（金融機関・保証協会の声）
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• 金融機関からは、保証付融資における選択肢が増え、経営者保証なしの保証付融資を提案しやすくなったとの声を聞く。

• （監督指針改正の影響か）保証付融資を相談する際の、金融機関の経営者保証に関する説明が丁寧になった。

• 保証協会主催で金融機関の営業店向けに説明会を実施することで制度に対する理解が進み、利用促進に繋がっている。

• 借入金の調達コストに敏感な顧客層にとっては、上乗せ保証料の一部を補助する制度が時限で措置されていることで利用
促進に寄与している。

• 制度開始に伴い、本制度に限らず、（スタートアップ創出促進保証制度など）経営者保証を求めない制度の認知度が向上
している。

• 経営者保証は当然に提供するものと考える事業者も依然として多く、上乗せ保証料を支払うことも含めて追加的な対応を
してまで経営者保証を外すことを希望しない事業者も一定数いる。

• 保証利用先は小規模事業者が殆どであり、法人と個人が一体になっている事業者も多く、本制度の要件を満たしていない
事業者も一定数いる。

利用が進んでいない地域の声

利用が進んでいる地域の声
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経営者保証に関する足下の状況 ～事業承継時～

• 事業承継時に、新旧の経営者双方から経営者保証を徴求（二重徴求）する案件は3%まで減小。

• 他方、新経営者または旧経営者のいずれかから経営者保証を徴求する案件は8割。

民間金融機関の事業承継時の経営者保証の徴求状況

37%

18%
13%

5% 4% 3% 3%

35%

42%

43%

49% 50%
48%

40%

19%

29%
34% 35% 36%

38%

40%

10% 10% 10% 11% 10% 11%
17%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

保証なし

旧経営者のみ

新経営者のみ

二重徴求

（出所）金融庁HPより作成。



保証協会におけるM＆A時の経営者保証改革の推進
• 経営者保証が支障となり、M＆A・事業承継が円滑に進まないといった指摘がある中、新旧双方の経営者が経営者保証を
提供することは大きく減少してきたが、多くのケースで、新経営者又は旧経営者のどちらかは経営者保証を提供。

• 金融庁は、昨年4月より、新規融資時に、金融機関に対して経営者保証の必要性等の説明責任を課したが、M＆A・事業
承継時においても、同様の説明責任を課すべく、金融機関向けの監督指針を改正。

• 中小企業庁も、本年3月より、「保証料の上乗せにより経営者保証の提供を不要とする保証制度」を創設し、経営者保
証の解除を後押ししてきたが、今般、金融機関向けと同様の趣旨で、保証協会向けの監督指針を改正し、経営者保証解
除を通じたM&A・事業承継の促進を図っていく（2024年9月、改正監督指針を公表した上で、本年10月1日より適用開
始）。

（下線部を追加）

Ⅱ－３ 「経営者保証に依存しない融資慣行」としての浸透・定着等

Ⅱ－３－２ 主な着眼点

（１）保証審査時及び支援体制の構築における対応

⑤経営者保証を提供している中小企業者について、M＆A・事

業承継時など、主たる株主等が変更になることを信用保証協会が把握

した場合は、金融機関を介するなどして、「事業者選択型経営者保証

非提供制度」の活用を促すなど、経営者保証の契約の変更・解除の検

討や、経営者保証ガイドラインの趣旨や内容を十分に踏まえた適切な

説明を行っているか。

保証協会向け監督指針改正（該当箇所抜粋）M＆A・事業承継時の経営者保証の提供割合（2023年度実績）

40%

40%

3% 17%

プロパー融資＋保証付融資

35%

54%

1%
10%

保証付融資のみ

新経営者のみ保証あり 旧経営者のみ保証あり

新旧経営者ともに保証あり 保証なし 77
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コロナ資金繰り支援策の効果検証について
• コロナ資金繰り支援策について、昨年度より、①CRDデータベースに蓄積された決算書データと、②信用保証協会及び政
府系金融機関より提供を受けたコロナ融資に関する債権データを組み合わせて定量的に分析を実施。

【昨年度の分析結果（ポイント）】

➢ コロナ融資利用者のデフォルト率が低い／従業員数の維持に資した。

➢ 従来から金利減免を受けている事業者がコロナ融資を利用する確率が低かった。

• 本年度においては、対象データを2023年度データに延伸するとともに、内容についても、

➢ コロナ融資利用者は、融資を受けた後、どのように当該資金を利用したのか

➢ 融資金額、融資期間、据置期間、融資時期、及び追加融資有無といった利用条件によって、事業者のその後のパ
フォーマンスに違いは生じているのか

といった点に着目して分析していく予定。

• なお、分析の手順や手法、解釈を検討するにあたって、引き続き、研究会を開催し、知見をお借りしているところ。

【研究会委員（敬称略、五十音順）】

➢ 植杉 威一郎（一橋大学経済研究所 教授）

➢ 滝澤 美帆 （学習院大学 経済学部経済学科 教授）

➢ 遠山 祐太 （早稲田大学政治経済学部 准教授）

➢ 宮川 大介 （早稲田大学商学学術院商学部 教授）

➢ 家森 信善 （神戸大学 経済経営研究所教授） ◎座長



（参考）昨年度のコロナ資金繰り支援策の効果検証（結果）
1. 経済学的手法を用いて、コロナ禍における資金繰り支援策について分析。

2. どういった事業者がコロナ融資を利用する確率が高かったかを確認。

 売上規模が大きい事業者 利用する確率が高かった

事前の借入金依存度が大きい事業者 利用する確率が高かった

従来から金利減免を受けている事業者 利用する確率が低かった
↑（注）変数は2019年度時点、売上高と借入金依存度

は対数変換後。***は1%有意水準。
低支払利息基準フラグ＝Caballero, Hoshi and 
Kashyap (2008)を参考に、決算書上、実際の支
払利息が必要最低支払利息を下回った企業のフラ
グ。

3. コロナ融資がデフォルト率に与えた影響を確認。

 コロナ融資利用者 デフォルト率が低い
←（注）傾向スコアを算出後、全体データから傾向ス

コア上位50%の事業者を抜粋し、そのデフォル
ト率を計測。デフォルト率は単年度実績。n数は
処置群約35万件、非処置群約7.2万件。

4. コロナ融資が雇用に与えた影響を確認。

 期末従業員数 維持に資した

 人件費 維持・増加に資した

（注）傾向スコアを用いて逆重み付けし、差の差分
析を実施。
プラセボ検証はパラレルトレンドの仮定の検証

のために実施したが、有意に差が検出されたため、
← 本分析ではコントロールしきれない要因やバイア

スによる影響を否定できない。一方で、プラセボ
検証による推計値と比較して、ATT（処置群に対
する平均処置効果）は上昇しており、一定の効果
があったと考えられると判断した。

***は1%有意水準。n数は処置群約49万件、非
処置群約31万件。期末従業員数と人件費の標準誤
差はそれぞれ、0.06%、0.06%と0.24%、
0.25%。

5. 効果検証ではコロナショックからの回復経路についても分析を行ったが、データが
2022年までの決算に限定されているため、限定的な分析しか行えなかった。

6. このため、コロナが５類感染症に移行された2023年度以降の推移については来年度
追加の分析を実施。

IPW-DID
（コロナ融資利用者と非利用者の差）

2018-2019
（コロナ前）

2019-2021
（コロナ禍）

期末従業員数 0.18%*** 0.28%***

人件費 -4.33%*** 6.46%***

事業者の要素
平均限界
確率効果

売上高 ▲ 0.080***

借入金依存度 ▲ 0.057***

低支払利息基準フラグ ▼-0.059***
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御議論いただきたい論点
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1. 中小企業が直面する経営課題が、コロナによる影響よりも資材費等の価格高騰や人手不足、今後の金利上昇などにより移
行している中で、どのような施策が必要と考えるか。また、スタートアップ企業・成長企業を念頭に、エクイティやメザ
ニンの活用も含めた資金調達方法の選択肢の拡大によって、中小企業金融を変革していくことも必要ではないか。

2. 今なお、コロナ禍の影響に苦しむ事業者は存在する中で、コロナ借換保証の据置期間も約75％は１年以内※であることも
踏まえると、必要な事業者を早期に特定して、再生支援や再チャレンジ支援を行えるよう、中小企業活性化協議会はもち
ろん、地域金融機関や信用保証協会の連携をより強化していく必要があるのではないか（「早期経営改善計画策定支援」
を活用した民間金融機関による支援の一層の促進等）。特に、手遅れな状態で中小企業活性化協議会に持ち込まれること
をどのように回避すべきか。

※伴走支援型特別保証（いわゆるコロナ借換保証）を利用して借換えた事業者の据置期間：
6ヶ月以内が66.3％、1年以内が8.4％、2年以内が8.0％、3年以内が11.9％、4年以内が1.4％、5年以内が4.0％。

3. 経営改善・再生に加え、今後の安定的な事業継続・成長を促していく上で、メインバンク等の民間金融機関の役割は重要
であり、そのためにも、コロナ禍で増えた保証協会の100％保証の割合や減少したプロパー融資あり保証承諾件数の割合
等を鑑みつつ、金融規律がより一層発揮されるよう取組を進める必要があるのではないか。

4. 保証付融資割合の高い事業者へのモニタリングにかかる信用保証協会の役割の重要性が増し、その対応負荷が急増する可
能性があり、協会内はもちろん民間金融機関にもリソース制約がある中で、①厳しい状況にある事業者を効果的かつタイ
ムリーに特定できるモニタリングの在り方、②早期に適切な対応の実行（収益力改善・事業再生・再チャレンジ）に繋げ
ていく仕組みの構築等に課題があるのではないか。



（参考）円滑な事業再生等に向けたモニタリングの高度化に関する研究会
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• 金融規律がより一層発揮されるよう取組を進める必要があるものの、コロナ禍における中小企業金融・資金繰り支援策を
経て、信用保証付融資が増大し、民間ゼロゼロ融資の返済も本格化している中で、民間金融機関だけでなく、特に保証付
融資割合の高い中小・小規模企業へのモニタリングにかかる信用保証協会の役割の重要性が増し、その対応負荷が増して
いる可能性がある。

• 足下では、代位弁済率や倒産件数が増加しコロナ前の水準に戻りつつあり、中小企業活性化協議会への再チャレンジ支援
等への相談件数も増加しているなど、再生フェーズでの動きも出てきている。

• こうした中で、コロナ後も事業悪化が継続する中小企業・小規模企業など、事業価値の棄損や地域経済・従業員への影響
等を最大限回避しながら、金融機関・支援機関等においては事業再生や再チャレンジに進むべき企業を早期に特定し、各
機関での機能分担・連携の下で計画策定や廃業支援を含めて必要な対応を実行することが重要。

• 特にコロナ禍を経て保証付融資の割合が高い企業が増加しており、信用保証協会はもちろん民間金融機関にもリソース制
約がある中で、ＤＸ/ＩＴ化の取組も含めて効率的・効果的にモニタリングを行っていくことが必要となっているのでは
ないか。

• こうした点を踏まえて、保証付融資を念頭に、
①事業継続の観点から厳しい状況にある事業者を効果的かつタイムリーに特定できるモニタリングの在り方（ＤＸ/ＩＴ

化対応を含む）
②早期に適切な対応の実行（収益力改善・事業再生・再チャレンジ）に繋げていく仕組みの構築
といった観点から、現状や課題を整理の上、対応の方向性について検討を行っていくこととする。

１．設置趣旨

• 11月頃～３月頃にかけて毎月１回を目途に合計５回程度開催予定。来春目途に報告書を取りまとめる予定。

２．スケジュール
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